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古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

香川県議会議員の報酬の特例に関する条例をここに公布する。

平成十八年三月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第四十七号

香川県議会議員の報酬の特例に関する条例

香川県議会議員の受ける報酬の月額は、平成十八年度においては、香川県議会議員の報酬、費用弁

償及び期末手当支給条例（昭和五十九年香川県条例第十三号）第二条第一項の規定にかかわらず、同

項各号に定める額から当該額に百分の五を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の

額の算定基礎となる報酬の月額については、この限りでない。

附　則

１　この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

２　この条例は、平成十九年三月三十一日限り、その効力を失う。

条例


